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NEWSFLASH 

VAT（付加価値税）が 7%で据え置きに 

- THAILAND - 

 

国王勅令第 669号1が 2018年 10月 10日のタイ王国の官報2において告知されま

した。 

当該勅令により、別段の規定が無い限り、タイ国内の物品の販売、サービスの

提供、またあらゆる輸入に対し VATの税率は 7%で据え置かれることとなりまし
た。（歳入法典はこの税率を原則的に 10%と規定3しております。） 

当該軽減税率の適用は 2018年 10月 1日から 2019年 9月 30日までになります。 

 

詳細につきましては下記の担当者までご連絡をしてください。 

西上床	 満 （法律、税務相談）   mits@nnp-group.com 

サー	 ノヴェル （法律相談） sur@nnp-group.com 

パタリン	 アモーンタム	 （会計監査） pattarin@nnp-group.com 

パタリー	 アモーンタム	 （記帳代行及び税務申告） pattaree@nnp-group.com 

イーゴール	 プラヒン	 （内部監査、不正監査、コー

ポレート	 ガバナンス） 
iiprahin@gmail.com 

 
© NNP Advisory Ltd. All rights reserved. The NNP Group refers to the group of NNP member 
firms. Each member firm is a separate legal entity.  

 

www.nnp-advisory.com 

                                                        
1 Royal Decree (No. 669), under the Revenue Code. 
2 Government Gazette, Volume 135, Legislation Issue, Part 80 Kor, Page 13 - 15 (10 October 2018) 
3 Revenue Code, Section 80 

 


